
1 

ウェルネスビジネス事業化促進助成金交付要綱 
 

第１ 趣旨 

公益財団法人静岡県産業振興財団理事長（以下「理事長」という。）は、静岡県内中小企業者

等による新たなウェルネスビジネスの創出を支援するため、事業化に向けた取組を行う中小企

業者等に対し、助成金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところに

よる。 
第２ 定義 

(1) この要綱において「ウェルネスビジネス」とは、身体・精神・社会面での健康の保持及び

増進を通じた健康寿命の延伸に資する製品の生産若しくは販売又は役務の提供であって、次

の各号のいずれかのものをいう。ただし、公的医療保険及び介護保険の対象となる製品及び

役務に関するものは除く。 

ア 健康の維持・増進に資する食品を活用するサービス 

イ 自然・温泉等の観光資源を活用する製品・サービス 

ウ センシング技術を活用した健康の維持・増進に資する製品・サービス 

エ 健康経営推進に資する製品・サービス 

オ スポーツ・運動を核とする製品・サービス 

カ その他、当プロジェクトに資すると判断される製品・サービス 

(2) この要綱において「中小企業者等」とは、中小企業者及び農林漁業者であって、県内に主

たる事務所、事業所又は住所を有する者並びに県内に主たる事務所等を有さない中小企業者

及び農林水産業者であって、県内市町及び県内中小企業者と連携する者をいう。 

  (3) この要綱において「中小企業者」とは、中小企業基本法（昭和 38年法律第 154 号）第２条 

   第１項に規定する中小企業者、中小企業団体の組織に関する法律（昭和 32年法律第 185 号） 

     第３条第１項に規定する中小企業団体（火災共済協同組合及び信用協同組合を除く｡)、特別 

     の法律によって設立された組合及びその連合会であって、その直接又は間接の構成員たる事 

     業者の３分の２以上が中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業者であるもの並び 

     に一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成 18 年法律第 48 号）の規定による一 

     般社団法人（公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成18 年法律第49 号） 

     第２条第１号に規定する公益社団法人を含む。）であってその直接又は間接の構成員の３分 

     の２以上が中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業者であるものをいう。 

(4)  前号に掲げる中小企業者であっても、次に掲げるものは「みなし大企業」として中小企業

者から除くものとする。なお、「大企業」とは前号に掲げる中小企業者以外の者で事業を営

む者をいう。 

ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有してい 

   る中小企業者 

イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を大企業が所有している中小 

  企業者 

ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めている中小 
  企業者 

(5) この要綱において「農林漁業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 
ア 農業協同組合法（昭和 22年法律第 132 号）に規定する農業協同組合及び農業者 

イ 森林組合法（昭和53年法律第36号）に規定する森林組合及び森林法（昭和26年法律 

   第２号）に規定する森林所有者 

ウ 水産業協同組合法（昭和23年法律第242号）に規定する漁業協同組合及び漁民 

(6) この要綱において「大学等」とは、国立大学法人法第２条第１項の規定する国立大学法人、 

地方独立行政法人法第 68条第１項に規定する公立大学法人及び私立学校法第３条に規定す

る学校法人が設置する大学、高等専門学校、大学共同利用機関、国立研究開発法人、独立行

政法人及び地方独立行政法人であって試験研究に関する業務を行うもの、並びに地方公共団

体の試験研究機関をいう。 
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第３ 反社会的勢力の排除 
(1) 申請者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者、

暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団

等、その他これらに準ずる者（以下「暴力団員等」という。）に該当しないこと、及び次の

各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し

なければならない。 
ア 暴力団員等が自己の事業又は自社の経営を支配していると認められること。 
イ 暴力団員等が自己の事業又は自社の経営に実質的に関与していると認められること。

ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的 
をもって、不当に暴力団員等を利用したと認められること。 

エ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると 
認められること。 

オ 暴力団員等と役員又は経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき 
関係にあると認められること。 

(2) 申請者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを

確約しなければならない。 
    ア 暴力的な要求行為 
    イ 法的な責任を超えた不当な要求行為 
    ウ 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 
    エ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて産業財団の信用を毀損し、又は業務を 
      妨害する行為 

オ その他前各号に準ずる行為 
第４ 助成の対象、助成率等 

別表第１に掲げるとおりとする。ただし、助成額の計算において、千円未満は切り捨てる

ものとする。 

第５ 交付の申請 

(1) 提出書類 各１部 

ア 交付申請書（様式第１号） 

イ 事業実施計画書（様式第２号） 

(2) 提出期限 

別に定める日まで 

第６ 交付の決定 

理事長は、第５の申請があったときは、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等に

より、助成金を交付することと認めたときは、交付決定するものとする。 

第７ 交付の条件 

(1) 次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものである。 

次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ理事長の承認を受けなければ 

 ならないこと。 

ア 助成事業に要する経費の配分の変更（軽微な変更を除く。）をしようとする場合 

イ 助成事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をしようとする場合 

ウ 助成事業を中止し、又は廃止しようとする場合 

(2) 助成事業が予定の期間内に完了しない場合又は助成事業の遂行が困難となった場合におい

ては、速やかに理事長に報告してその指示を受けなければならないこと。 

(3) 助成事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、１件当たりの取得価格が20万円

以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省

令第15号）に定められている耐用年数等に相当する期間（同令に定めがない財産については、

静岡県知事が別に定める期間）内において、理事長の承認を受けないで、助成金の交付の目

的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。 
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(4) 理事長の承認を受けて(3)の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の

全部又は一部を公益財団法人静岡県産業振興財団（以下「産業財団」という。）に納付させる

ことがあること。 

(5) 助成事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良

な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。 

(6) 助成事業の決定、確定等に当たり、助成事業者名、住所、事業の名称を公表することを了

承すること。 

(7) 助成事業に係る内容の発表に関しては、理事長が指示した場合には、その指示に従わなけ

ればならないこと。なお、特許出願を行っている場合は、特許法（昭和34年法律第121号）第

65条の２に基づく出願公開後に行うものとすること。 

(8) 製品開発の成果に基づき特許出願、実用新案登録出願又は意匠登録出願を行った場合は、

遅滞なくその旨を理事長に届け出なければならないこと。 

(9) 助成事業及び特許権等の実施あるいは譲渡等によって相当の収益を得たと理事長が認めた

場合には、交付を受けた助成金の全部又は一部に相当する金額を産業財団に納付させること

があること。 

(10)助成事業の完了した日の属する年度の翌年度から３年間、毎年度終了後15日以内に助成事

業に係る過去１年間の成果状況について、成果報告書（様式第８号）により理事長に報告し

なければならないこと。 

(11)助成金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び

書類を助成金の交付を受けた年度終了後５年間保管しなければならないこと。 

(12)助成金の対象期間内において、類似の内容で他の助成制度による同様の助成を受ける場合、

本助成金は受けられないこと。 

(13)次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、額の確定の有無にかかわらず、助成金の交

付の決定の全部又は一部を取り消し、すでに助成金が交付されているときは、産業財団に返還

しなければならないこと。 

ア 助成事業の中止、廃止及び縮小した場合 

イ 天変地異その他の事情の変更により助成事業の全部又は一部を継続する必要がなくなっ

た場合 

ウ 助成金を交付申請書に記載の目的用途以外に使用した場合 

エ 虚偽の申請及び報告を行った場合 

オ 確定のための検査を受けることができない場合 

カ (1)～(12)の各項の条件に反する場合 

キ 申請者が反社会的勢力に該当すると認められたとき 

ク 申請者が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、産業財団と

して支援、契約等を継続しがたいと認めたとき 
ケ 事業期間の途中で助成対象者に該当しないこととなった場合 

第８ 軽微な変更 

第７の(1)ア及びイに定める軽微な変更とは、次に掲げる変更をいう。 

(1) 経費の配分の変更 

支出科目ごとの経費の額の20％以内又は20万円のいずれか高い額以内の変更 

(2) 事業内容の変更 

事業の実施過程で生じた事情の変化による取るべき方法又は手段の部分的な変更 

第９ 変更の承認申請 

(1) 提出書類 各１部 

ア 事業計画変更承認申請書（様式第３号） 

イ 変更事項を具体的に説明する図面又は書類 

(2) 提出期限 

変更事項が発生した日から起算して15日以内 
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第10 助成事業の遂行状況報告 

理事長は、助成事業の円滑及び適正な遂行を図るため必要があると認めるときは、助成事業

者に対し、助成事業の遂行状況に関する報告を求めることができる。 
第11 実績報告 
(1) 提出書類 各１部 

ア 実績報告書（様式第５号） 

イ 事業実績書（様式第６号） 

ウ 決算収支明細表（様式第７号） 

(2) 提出期限 

事業完了の日から起算して30日を経過した日又は別に定める日のいずれか早い日まで 

第12 助成金の額の確定 

理事長は、第11の報告を受けたときは、その内容の審査及び現地検査により、助成事業の実

績が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、助成金の額

を確定するものとする。 

第13 助成金の支払 

助成金の支払は、第12の規定による交付すべき助成金の額を確定した後に、これを行うもの

とする。 

第14 請求の手続き 

(1) 提出書類 各１部 

請求書（様式第４号） 

(2) 提出期限 

助成金交付確定通知書を受領した日から起算して５日以内 

第15 立入検査等 

理事長は、助成事業の適正を期すため必要があると認めるときは、助成事業者に対して報告

させ、又は産業財団職員に助成事業者の事務所、事業所等に立ち入らせ、帳簿書類その他の物

件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 
 
 
 
附 則 

１．この要綱は、令和４年５月10日から施行する。 

２. 令和６年３月26日一部改正。 

３. 令和７年４月１日一部改正。 

４．令和８年４月１日一部改正。 
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別表第１ 
事業名 ウェルネスビジネス事業化促進事業 

対象者 中小企業者等 

事業の内容 

対象となる事業 助成率 助成限度額 対象期間 

【事業化可能性調査】 
新たなウェルネスサービスや

製品の事業化を想定したビジ

ネスプランについて、事業化実

証の前段階において行う市場

調査や効果検証など、事業が成

立する可能性を検証するため

の取組 

２/３以内 １００万円 １年以内 

【事業化実証】 

新たなウェルネスサービスや

製品の事業化を想定したビジ

ネスプランについて、事業者が

実施する実証を含む研究開発

や販路開拓の取組  

１/２以内 

５００万円 

（大学等の研

究機関と連携

して実証デー

タの検証等を

行う事業） １年以内 

２００万円 

（上記に該当

しない事業化

実証事業） 

助成対象 

経費 

ア 直接人件費 
イ 原材料費 

ウ 機械装置又は工具器具の購入､製造､改良､据付け､借用に要する経費 

    （以下、「機械装置購入等経費」という。） 

エ 外注加工費 

オ 技術コンサルタント料 

カ 委託費 

キ その他 

    (調査研究及び消耗品費で対象事業への使途が特定できるものに限る) 
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様式第 1号  (用紙  日本産業規格Ａ4縦型) 

 

交 付 申 請 書 
 

                                 年  月  日 

 

公益財団法人静岡県産業振興財団 

理 事 長   氏   名  様 

 

所 在 地   

 

名   称   

 

代 表 者                        印 

 

連絡担当者職氏名   

Ｔ Ｅ Ｌ   

Ｆ Ａ Ｘ   

ｅ－ｍａｉｌ   

 

 

  年度においてウェルネスビジネス事業化促進事業（事業化可能性調査、事業化実証）を実

施したいので、ウェルネスビジネス事業化促進助成金交付要綱第５の規定に基づき、助成金を交付さ

れるよう関係書類を添えて申請します。 

 

１ 助成事業名 ウェルネスビジネス事業化促進事業（事業化可能性調査、事業化実証） 
① 健康の維持・増進に資する食品を活用するサービス 

② 自然・温泉等の観光資源を活用する製品・サービス 

③ センシング技術を活用した健康の維持・増進に資する製品・サービス 

④ 健康経営推進に資する製品・サービス 

⑤ スポーツ・運動を核とする製品・サービス 

⑥ その他、当プロジェクトに資すると判断される製品・サービス 

 
２ 事業化実証事業の区分 

① 大学等の研究機関と連携して実証データの検証等を行う事業 

② ①に該当しない事業化実証事業 

上記、いずれかの区分に○をつけること 

 

 

３ 事業費                 円 

 

４ 交付申請額               円 

 

５ 開始予定年月日      年  月  日 

 

６ 完了予定年月日      年  月  日 
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様式第２号  (用紙  日本産業規格Ａ4縦型) 

 

事 業 計 画 書 

 

１ 事業の名称：（こちらに事業名称を御記入ください） 

 

２ 申請者の概要等 

創  業  業  種  

本社住所  

事業実施先

住所 
 

資本金  主要製品 

（加工内容） 

 

 従業員数     人（※常時使用する従業員数） 

経営的 

技術的 

特  徴 

 

 

 

 

決算期   年  月   年  月    年  月 

売上高          千円          千円             千円 

経常利益          千円          千円             千円 

 

３ 事業概要      

ウェルネスサービスや製品の事業化に向けた取組について、動機、経緯等、この事業の概要を

記入すること。 

また、本事業完了後の事業化に係る構想を記載すること。 

 

〇事業の全体概要 

 

 

 

 

 

 

 

〇事業化に至る背景 

 

 

 

 

 

 

〇商品・サービスが対象とするターゲット及び生活課題 
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〇事業の形態 

 

 

 

 

 

 

〇事業化のスケジュール 

 

 

 

 

 

 

〇事業化全体の予算（概算） 
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４ 事業の内容 

（１）ウェルネスサービスや製品の事業化に向けた課題と解決方法 

ウェルネスサービスや製品の事業化に向けた取組の課題及び解決方法(課題項目毎)を数値な

どを用いて具体的に記入すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）サービス・製品の新規性・優位性（従来サービス・製品との比較） 

 

 

従来サービス・製品との違いを数値などを用いて具体的に記入すること。 

また、現時点で明らかになっている健康寿命の延伸に資することの根拠を記入すること。併せ

て、論文等を添付すること。 
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（３）助成事業期間内におけるサービス・製品の事業化可能性調査、事業化実証スケジュー

ル 

 

（４）製品を本生産する場合の製造工程又はサービスを本提供する場合の体制概要について

（フローチャート又は箇条書きで記入すること） 

 

項 目 

（なにをするのか） 

期 間 

（いつ） 

概          要 

（どのようにやるのか） 

連携機関 

（だれと） 
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（５）事業の市場性 

 （可能性調査により市場調査を実施する場合は、その旨を具体的に記入） 

①市場ニーズについて 

 

②販売ターゲットの妥当性 

 

③販売需要及び販売見込み（販売価格、数量、市場占有率など） 

 

（６）目指す事業成果について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度の成果について、指標、目標値、測定方法等を記入すること 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

（７） 自社事業体制について 

 

① ウェルネスサービスや製品の事業化に向けた取組の主任担当者 

氏 名 職務上の地位 本事業に関する知識・技術等について 

  

  

(TEL)  

 

 

 

 

 

 

 

② 主任以外の担当者 
氏 名 職務上の地位 本事業に関する知識・技術等について 

  

 

(TEL)  

 

 

 

 

 

 

 
③ 経理担当者 

氏 名 社内における地位 

 

(TEL)  

 

 

 
④ 実施場所 

実施場所 社外の場合はその理由 

 

(TEL)  

 

 

 
⑤ 特許・実用新案の現状（今回の研究開発課題に関するもの） 

名 称 特許権の有無 発明、考案者名 

   

   

   

 
⑥ その他の特記事項（ISO9000、ISO14000 シリーズ認定取得状況等） 
 

 

 

（８）連携体制とその内容について 

   県内に主たる事務所等を有さない中小企業者及び農林水産業者であって、県内市町及

び県内中小企業者との連携事業の場合は、連携が確認できる書類等を申請書とともに

提出すること。 
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５ 経費 

（１）総括収支予算表  

 収  入                         支  出                         

科  目 金  額（円） 

 

科  目 金   額（円） 

産業財団助成金  
直 接 人 件 費 

（支出合計の５割以内） 
 

自 己 資 金  原 材 料 費  

借   入   金  機械装置購入等経費  

そ   の   他  外 注 加 工 費  

合 計  技術コンサルタント料  

   委 託 費  

   そ の 他  

  合 計  

 

（２）科目別支出予算内訳  

① 直接人件費（参考様式①を添付すること） 
所属・業務 氏 名 数量(時間) 時間給(円) 金額（円） 備 考 

      
      

計       
 

② 原材料費 

項  目 数量 単価（円） 金 額（円） 備  考 

     

     

計     

 

数量等の根拠（試作の回数などを明記）について 

 

 

 

③ 機械装置購入等経費   

項  目 数量 単価(円) 金 額(円) 使 用 目 的 リースの有無 

      

      

計      

 

④ 外注加工費   

項  目 内  容 金 額（円） 外 注 先 

    

    

計    

 

外注する内容と必要性について 
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⑤ 技術コンサルタント料 

項  目 内  容 金 額（円） 依 頼 先 

    

    

計    

 

⑥ 委託費 

項  目 内  容 金 額（円） 委 託 先 

    

    

計    

委託する内容と必要性について 

 

 

 

 

⑦ その他（ 調 査 研 究 および消 耗 品 費 で対 象 事 業 への使 途 が特 定 できるものに限 る） 

項  目 内  容 金額（円） 備  考 

    

    

計    
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様式第３号（用紙  日本産業規格Ａ４縦型) 

 

事業計画変更承認申請書 

 

  年  月  日 

 

公益財団法人静岡県産業振興財団 

理 事 長   氏   名  様 

 

                      所 在 地     

 

                      名 称 

 

                      代 表 者                    印 

 

 

 

  年  月  日付け静産財第  号により助成金の交付の決定を受けたウェルネスビジネ

ス事業化促進事業（事業化可能性調査、事業化実証）の計画を次のとおり変更したいので、承認

されるよう関係書類を添えて申請します。 

 

 

１ 変更事項（該当する項目に○を付けること。） 

 

ア 経費の配分の変更（別紙１に詳細を記入すること。） 

 

イ 事業内容の変更（別紙２に詳細を記入すること。） 

 

ウ 事業の中止又は廃止（別紙３に詳細を記入すること。） 
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別紙１ 

 

ア 経費の配分の変更                            単位：円 

科 目 項 目 
当 初 計 画 変 更 計 画 

備 考 
数 量 金 額 数 量 金 額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊総括収支予算対比 

①収 入        単位：円  ②支 出               単位：円％ 

 変更前 変更後 

 

 科 目 変更前 変更後 変更比率 

産業財団助成金        

自 己 資 金        

借 入 金        

そ の 他        

合 計        

   
     

 合 計    

（注）変更比率は、変更後金額と変更前金額の差を変更前金額で除して算出すること。 

 

経費の配分の変更をする理由について具体的に記入すること。 
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別紙２ 

 

イ 事業内容の変更 

当初計画 変更計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業内容の変更をする理由について具体的に記入すること。 
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別紙３ 

 

ウ 事業の中止又は廃止をしようとする理由について具体的に記入すること。 
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様式第４号（用紙  日本産業規格Ａ４縦型） 

 

請求書 

 

 

 

金          円也 

 

 

ただし、  年  月  日付け静産財第   号により助成金の交付の確定（決定）を受け

たウェルネスビジネス事業化促進事業（事業化可能性調査、事業化実証）の助成金として、上記

のとおり請求します。 

 

 

  年  月  日 

 

 

 

公益財団法人静岡県産業振興財団 

理 事 長   氏    名 様 

                  

                      所 在 地     

 

                      名 称 

 

                      代 表 者                    印 

 

 

 

 

 

口座振込先金融機関名 

 

      口座種別 

 

            口座番号 

         

        （かな） 

        口座名義 
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様式第５号（用紙  日本産業規格Ａ４縦型） 

 

実績報告書 

 

  年  月  日 

 

公益財団法人静岡県産業振興財団 

理 事 長   氏   名  様 

 

                      所 在 地     

 

                      名 称 

 

                      代 表 者                    印 

 

 

 

  年  月  日付け静産財第  号により助成金交付の決定を受けたウェルネスビジネス

事業化促進事業（事業化可能性調査、事業化実証）が完了したので、関係書類を添えて報告しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）事業実績書（様式第６号）及び決算収支明細表（様式第７号）を添付すること。 
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様式第６号（用紙  日本産業規格Ａ４縦型） 

 

事業実績書 

 

１ 事業の名称 ：  

 

 

 

２ 事業完了年月日 ：   年  月  日 

 

 

 

３ 事業の内容 

(1) 事業目的 

 

 

 

(2) サービス・製品の事業化の状況 

 

 

 

(3) 残された問題点等 

 

 

 

 

４ 事業の成果（具体的に記入し、関係書類を添付すること。） 
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様式第７号（用紙  日本産業規格Ａ４縦型） 

 

決算収支明細表 

 

（１）総括収支決算表  

 収  入                           支  出                         

科  目 金  額（円） 

 

科   目 金   額（円） 

産業財団助成金  
直 接 人 件 費 

（支出合計の５割以内） 
 

自 己 資 金  原 材 料 費  

借   入   金  機 械 装 置 購入 等 経費  

そ   の   他  外 注 加 工 費  

合 計  技 術 コ ン サ ル タ ン ト 料  

   委 託 費  

   そ の 他  

  合 計  

 

（２）科目別支出予算内訳  

① 直接人件費（参考様式②を添付すること） 
所属・業務 氏 名 数量(時間) 時間給(円) 金額（円） 備 考 

      
      

計       
 

② 原材料費 

項  目 数量 単価（円） 金 額（円） 備  考 

     

     

計     

 

③ 機械装置購入等経費   

項  目 数量 単価(円) 金 額(円) 使 用 目 的 リースの有無 

      

      

計      

 

④ 外注加工費   

項  目 内  容 金 額（円） 外 注 先 

    

    

計    

 

⑤ 技術コンサルタント料 

項  目 内  容 金 額（円） 依 頼 先 

    

    

計    
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⑥ 委託費 

項  目 内  容 金 額（円） 委 託 先 

    

    

計    

 

⑦ その他（調査研究、販路開拓費及び消耗品費で対象事業への使途が特定できるものに限る） 

項  目 内  容 金額（円） 備  考 

    

    

計    

(注）金額は税抜金額で記入すること。 
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様式第８号（用紙  日本産業規格Ａ４縦型） 

 

成果報告書 
 

  年  月  日 

 

公益財団法人静岡県産業振興財団 

理 事 長   氏    名 様 

 

所在地 

事業実施住所 

名 称 

代表者                 印 

                     担当者 

                     ＴＥＬ 

                     e-mail 

 

  年度に助成金交付決定を受けたウェルネスビジネス事業化促進事業（事業化可能性調査、

事業化実証）に関する  年度分の成果状況を次のとおり報告します。 

 

１ 事業の名称 ：  

 

２ 成果状況 

  該当する項目に○を付け、別紙に具体的に記入すること。 
 
 ア サービス・製品を事業化した 
 
 イ 展示会・講演会・新聞等で発表する 
 
 ウ 特許・実用新案等を出願・取得する 
 
 エ サービス・製品開発を継続中である 
 
 オ サービス・製品開発を中断する 
 
 カ その他 
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別 紙 

ア-１サービス・製品の事業化（名称及び売上金額・効果等を具体的に記入すること。） 
サービス・製品の名称： 
サービス・製品の事業化効果： 
 
 
 
 
 

販売価格(税抜)                   円 
１年間の販売数量                      個 
１年間の売上金額(税抜)                  円 
販売開始時期                  年 月～ 
取扱い店舗数                     店舗 
取扱い主要店舗名                      
販売終了時期(販売を終了した場合)         年 月 
      年度末従業員数     名（当年度雇用数  名） 

 
ア-２ この事業で事業化されたものが２種類ある場合、２種類目の状況をご記入ください 
サービス・製品の名称： 
サービス・製品の事業化効果： 
 
 
 
 
 

販売価格(税抜)                    円 
１年間の販売数量                      個 
１年間の売上金額(税抜)                  円 
販売開始時期                  年 月～ 
取扱い店舗数                     店舗 
取扱い主要店舗名                      
販売終了時期(販売を終了した場合)         年 月 

 
ア-３ この事業で事業化されたものが３種類ある場合、３種類目の状況をご記入ください 
サービス・製品の名称： 
サービス・製品の事業化効果： 
 
 
 
 

販売価格(税抜)                    円 
１年間の販売数量                      個 
１年間の売上金額(税抜)                  円 
販売開始時期                  年 月～ 
取扱い店舗数                     店舗 
取扱い主要店舗名                      
販売終了時期(販売を終了した場合)         年 月 

※４種類以上になる場合、上記部分の枠を追加してご記入ください。 
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アー４ 販売を終了した場合、サービス・製品ごと、具体的にその理由をご記入ください 
 
 
 
 
 
 
 

 
イ 展示会・講演会・新聞等での発表（発表の内容を記入すること。） 
 
 
 
 

 
ウ 特許・実用新案等の出願・取得 

種  類 現在の状況 申請の名称 
特許・実用新案

意匠登録・商標 
出願・公開 
公告・登録 

 
（番号               ） 

特許・実用新案

意匠登録・商標 
出願・公開 
公告・登録 

 
（番号               ） 

 
エ 開発を継続中（該当する項目に○を付け、継続の内容・今後の見通し等を記入すること。） 
１ １年以内に事業化見込： 
２ ３年以内に事業化見込： 
３ ３年後以降に事業化見込： 
事業化するために希望する支援等がある場合に記入すること。 
 
 
 
 

 
オ 開発を中断（該当する項目に○を付け、理由を具体的に記入すること。） 
１ 技術的な理由： 
２ 財務的な理由： 
３ 人事的な理由： 
４ その他の理由： 

開発を続行・再開するために希望する支援等がある場合に記入すること。 
 
 
 

 
カ その他（特記事項があれば具体的に記入すること。） 
 
 
 
(注)１年間の実績について枠にとらわれずに記入すること。 

該当しない項目は削除すること。 

 



27 

参考様式① 

 

従 業 員 名 簿（直 接 人 件 費 明 細 書） 
 
 本事業に従事する従業員について、具体的な氏名及び事業実施期間における従事予定時間数及
び作業予定内容等を具体的に記載してください。 
 本事業のために新たに採用を行う場合などで、現時点では具体的氏名が記載できない場合は、
Ａ、Ｂ、Ｃ等で表記してください。 
 
 

No 

所 属 

（法人名及

び課・ｾｸｼｮﾝ） 

氏 名 
本事業に係る 
従事業務の内容 

本事業 
従事予定 
時間数 

(単位：時間) 

時間給 
（(基本給＋諸手当)/ 
年間所定労働時間) 
(単位：円) 

    直接 
人件費額 
(単位：円) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

合    計   

（注）行が不足する場合は、適宜、行を追加して記載してください。 
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参考様式② 

 

従 業 員 名 簿（直 接 人 件 費 実 績 明 細 書） 
 
 本事業に従事した従業員について、具体的な氏名及び事業実施期間における従事時間数及び作
業内容等を具体的に記載してください。 
 
 

No 

所 属 

（法人名及

び課・ｾｸｼｮﾝ） 

氏 名 
本事業に係る 

従事業務の内容 

本事業 
従事時間数 

(単位：時間) 

時間給 
（(基本給＋諸手当)/ 
年間所定労働時間) 
(単位：円) 

    直接 
人件費額 
(単位：円) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

合    計   

（注）行が不足する場合は、適宜、行を追加して記載してください。 
 

 


